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【 請 求 項 １ 】
　 操 作 部 材 の 操 作 に 応 じ た 指 令 信 号 を 生 成 す る 指 令 信 号 生 成 手 段 と 、 通 信 ケ ー ブ ル が 接 続
さ れ 、 該 通 信 ケ ー ブ ル を 介 し て 前 記 指 令 信 号 を 出 力 す る 第 １ の コ ネ ク タ と を 有 す る コ ン ト
ロ ー ル ユ ニ ッ ト 、 お よ び 、
　 移 動 す る こ と に よ り 光 学 的 作 用 を 行 う 光 学 調 節 部 材 、 該 光 学 調 節 部 材 を 駆 動 す る 駆 動 手
段 、 前 記 通 信 ケ ー ブ ル が 接 続 さ れ た 第 ２ の コ ネ ク タ 、 該 第 ２ の コ ネ ク タ を 介 し て 前 記 コ ン
ト ロ ー ル ユ ニ ッ ト か ら 入 力 さ れ た 指 令 信 号 に 基 づ い て 前 記 駆 動 手 段 を 制 御 す る 第 １ の 制 御
手 段 、 所 定 の 情 報 に 基 づ い て 前 記 駆 動 手 段 を 制 御 す る 第 ２ の 制 御 手 段 、 前 記 第 １ お よ び 第
２ の 制 御 手 段 の う ち 前 記 駆 動 手 段 の 駆 動 を 制 御 す る 制 御 手 段 を 選 択 的 に 切 り 換 え る 制 御 切
換 え 手 段 と を 備 え た 光 学 装 置 を 有 し 、
　 前 記 コ ン ト ロ ー ル ユ ニ ッ ト は 、
　 前 記 指 令 信 号 生 成 手 段 か ら の 指 令 信 号 を 前 記 第 １ の コ ネ ク タ を 介 し て 出 力 さ せ る 第 １ の
状 態 と 、 前 記 第 ２ の 制 御 手 段 を 選 択 す る た め の 切
換 え 信 号 を 前 記 第 １ の コ ネ ク タ に お け る 前 記 指 令 信 号 が 出 力 さ れ る 端 子 と 同 一 の 端 子 か ら
出 力 さ せ る 第 ２ の 状 態 と の 間 で 切 換 え 操 作 が 可 能 な 出 力 切 換 え 手 段 を 有 し 、
　 前 記 光 学 装 置 に お い て 、 前 記 制 御 切 換 え 手 段 は 、 前 記 指 令 信 号 の 入 力 に 応 じ て 前 記 第 １
の 制 御 手 段 を 選 択 し 、 前 記 第 ２ の コ ネ ク タ に お け る 前 記 指 令 信 号 が 入 力 さ れ る 端 子 と 同 一
の 端 子 か ら 入 力 さ れ た 前 記 切 換 え 信 号 に 応 じ て 前 記 第 ２ の 制 御 手 段 を 選 択 す る こ と を 特 徴
と す る 光 学 シ ス テ ム 。

、 前 記 指 令 信 号 と は 電 圧 レ ベ ル が 異 な る
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前 記 光 学 装 置 は 、
前 記 光 学 調 節 部 材 と し て の フ ォ ー カ ス レ ン ズ を 含 む 撮 影 光 学 系 と 、
前 記 撮 影 光 学 系 を 通 し て 撮 影 さ れ た 映 像 信 号 に 基 づ い て 、 前 記 所 定 の 情 報 と し て の 前 記

撮 影 光 学 系 の 焦 点 状 態 に よ り 変 化 す る 情 報 を 生 成 す る 焦 点 情 報 生 成 手 段 と を 有 す る こ と を
特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 光 学 シ ス テ ム 。

操 作 部 材 の 操 作 に 応 じ た 指 令 信 号 を 生 成 す る 指 令 信 号 生 成 手 段 と 、 通 信 ケ ー ブ ル が 接 続
さ れ 、 該 通 信 ケ ー ブ ル を 介 し て 前 記 指 令 信 号 を 出 力 す る 第 １ の コ ネ ク タ と を 有 す る コ ン ト
ロ ー ル ユ ニ ッ ト 、 お よ び 、

移 動 す る こ と に よ り 光 学 的 作 用 を 行 う 光 学 調 節 部 材 、 該 光 学 調 節 部 材 を 駆 動 す る 駆 動 手
段 、 前 記 通 信 ケ ー ブ ル が 接 続 さ れ た 第 ２ の コ ネ ク タ 、 該 第 ２ の コ ネ ク タ を 介 し て 前 記 コ ン
ト ロ ー ル ユ ニ ッ ト か ら 入 力 さ れ た 指 令 信 号 に 基 づ い て 前 記 駆 動 手 段 を 制 御 す る 第 １ の 制 御
手 段 、 所 定 の 情 報 に 基 づ い て 前 記 駆 動 手 段 を 制 御 す る 第 ２ の 制 御 手 段 、 前 記 第 １ お よ び 第
２ の 制 御 手 段 の う ち 前 記 駆 動 手 段 の 駆 動 を 制 御 す る 制 御 手 段 を 選 択 的 に 切 り 換 え る 制 御 切
換 え 手 段 と を 備 え た 光 学 装 置 を 有 し 、

前 記 コ ン ト ロ ー ル ユ ニ ッ ト は 、
前 記 指 令 信 号 生 成 手 段 か ら の 指 令 信 号 を 前 記 第 １ の コ ネ ク タ を 介 し て 出 力 さ せ る 第 １ の

状 態 か ら 、 前 記 第 １ の 制 御 手 段 と 前 記 第 ２ の 制 御 手 段 の う ち 一 方 を 選 択 す る た め の 切 換 え
信 号 を 前 記 第 １ の コ ネ ク タ に お け る 前 記 指 令 信 号 が 出 力 さ れ る 端 子 と 同 一 の 端 子 か ら 出 力
さ せ る 第 ２ の 状 態 へ の 切 換 え 操 作 が 可 能 で あ り 、 該 切 換 え 操 作 が 解 除 さ れ た と き に は 前 記
第 １ の 状 態 に 復 帰 す る 出 力 切 換 え 手 段 を 有 し 、

前 記 光 学 装 置 に お い て 、 前 記 制 御 切 換 え 手 段 は 、 前 記 第 ２ の コ ネ ク タ に お け る 前 記 指 令
信 号 が 入 力 さ れ る 端 子 と 同 一 の 端 子 か ら の 前 記 切 換 え 信 号 の 入 力 に 応 じ て 前 記 第 １ の 制 御
手 段 と 前 記 第 ２ の 制 御 手 段 と を 交 互 に 選 択 し 、 か つ 前 記 第 ２ の 制 御 手 段 を 選 択 し て い る 状
態 で 前 記 指 令 信 号 が 入 力 さ れ た と き は 前 記 第 １ の 制 御 手 段 を 選 択 す る こ と を 特 徴 と す る 光
学 シ ス テ ム 。

前 記 制 御 切 換 え 手 段 は 、 前 記 第 ２ の 制 御 手 段 を 選 択 し て い る 状 態 で 前 記 指 令 信 号 の う ち
停 止 指 令 信 号 以 外 の 信 号 が 入 力 さ れ た と き に 前 記 第 １ の 制 御 手 段 を 選 択 す る こ と を 特 徴 と
す る 請 求 項 ３ に 記 載 の 光 学 シ ス テ ム 。

前 記 制 御 切 換 え 手 段 は 、 前 記 第 ２ の 制 御 手 段 を 選 択 し て い る 状 態 で 前 記 指 令 信 号 の う ち
停 止 指 令 信 号 以 外 の 信 号 が 入 力 さ れ る こ と に 応 じ て 前 記 第 １ の 制 御 手 段 を 選 択 し た 後 、 前
記 停 止 指 令 信 号 が 入 力 さ れ た と き は 前 記 第 ２ の 制 御 手 段 を 選 択 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求
項 ４ に 記 載 の 光 学 シ ス テ ム 。

前 記 出 力 切 換 え 手 段 は 、 前 記 指 令 信 号 生 成 手 段 か ら の 指 令 信 号 を 前 記 第 １ の コ ネ ク タ を
介 し て 出 力 さ せ る 第 １ の 状 態 か ら 、 前 記 第 １ の 制 御 手 段 と 前 記 第 ２ の 制 御 手 段 の う ち 一 方
を 選 択 す る た め の 、 前 記 指 令 信 号 と は 電 圧 レ ベ ル が 異 な る 切 換 え 信 号 を 前 記 第 １ の コ ネ ク
タ に お け る 前 記 指 令 信 号 が 出 力 さ れ る 端 子 と 同 一 の 端 子 か ら 出 力 さ せ る 第 ２ の 状 態 へ の 切
換 え 操 作 が 可 能 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ か ら ５ の い ず れ か １ つ に 記 載 の 光 学 シ ス
テ ム 。

前 記 光 学 装 置 は 、
前 記 光 学 調 節 部 材 と し て の フ ォ ー カ ス レ ン ズ を 含 む 撮 影 光 学 系 と 、
前 記 撮 影 光 学 系 を 通 し て 撮 影 さ れ た 映 像 信 号 に 基 づ い て 、 前 記 所 定 の 情 報 と し て の 前 記

撮 影 光 学 系 の 焦 点 状 態 に よ り 変 化 す る 情 報 を 生 成 す る 焦 点 情 報 生 成 手 段 と を 有 す る こ と を
特 徴 と す る 請 求 項 ３ か ら ６ の い ず れ か １ つ に 記 載 の 光 学 シ ス テ ム 。
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